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Ⅰ 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずる必要があると認められる事案

１ 事案の概要

(1) 事案の名称

三重県桑名市五反田地内産業廃棄物不法投棄事案

(2) 不法投棄が行われた場所

ア 所在地

桑名市大字五反田字多々星 1701 番

イ 面積

実測面積：2,906m2（公簿面積：1,937m2）

ウ 土地の状況

当該地は、桑名市の北西部、東名阪自動車道桑名 IC の北西約 2.5km に位

置し、県道四日市多度線の村前橋北詰より西に約 300m の地点にあたります。

（図Ⅰ－１）

地形は、濃尾・伊勢平野の桑名丘陵北西部に分類され、二級河川嘉例川

による段丘面が形成され、その右岸側段丘面に当該地は位置しています。

当該地の南側は竹林、北側は平成 20 年度に整備された農用地（畑）があ

り、西側は杉の植林地、東側は民家、さらに東隣には畑が存在し、北側の

嘉例川までは最短で約 40m の距離となっています。

また、北東に農業集落排水処理施設嘉例川クリーンセンターが立地して

おり、当該施設の建設工事の際に切土面から汚染地下水が浸出し不法投棄

が発覚した経緯があります。（図Ⅰ－２）

嘉例川は二級河川員弁川に流入しており、その下流域では桑名市が伏流

水を上水道の原水として取水しています。

なお、原因者は、山林であった当該地を不法投棄の目的で掘削し、許可

対象規模未満の自社安定型処分場と称し、違法な埋立処分を行っていまし

た。
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表Ⅰ-１ 産業廃棄物処理業に係る概要

昭和 63年 6月 2日

昭和 63年 6月 22 日

昭和 63年 10 月 5日

昭和 63年 11 月 8日

平成元年 7月 17 日

平成元年 12月 15 日

平成 2年 7月 7日

平成 2年 9月 11 日

平成 3年 3月 4日

平成 4年 10 月 26 日

平成 6年 3月 10 日

平成 7年 1月 26 日

平成 8年 3月 4日

平成 11年 3月 19 日

許可

変更届

変更届

変更許可

変更届

変更届

変更届

変更届

変更許可

変更届

変更届

変更許可

更新許可

取り消し

住所 ： 員弁郡東員町大字中上 1000 番地の 3

氏名 ： (株)七和工業 代表取締役 高比良 輝雄

【収集運搬業（保管・積替えを除く）】 鉱さい、ダスト類、金属くず、

ガラスくず及び陶磁器くず、木くず、建設廃材

【処分業】 鉱さい、ダスト類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器く

ず、木くず、建設廃材

最終処分場 ： 桑名市大字大仲新田字宮前 182-10 他

住所の変更（桑名市外堀 10番地）

役員の変更 取締役の交代

【収集運搬業】【処分業】の取扱品目の変更

（汚泥、廃プラスチック類の追加）

最終処分場の追加 ： 桑名市大字五反田字西池城 1870 他

住所の変更（桑名市大字大仲新田字宮前 187 番地の 2）

役員の変更（代表取締役 佐藤博）

役員の変更 取締役の追加

最終処分場の埋立容量、埋立面積の変更

【処分業】の取扱品目の変更（燃え殻の追加）

役員の変更（代表取締役 佐藤嘉章）

住所の変更（員弁郡東員町大字中上 403 番地の 1）

役員の変更（代表取締役 佐藤敏之）

【収集運搬業】の取扱品目の変更（燃え殻の追加）

【収集運搬業】【処分業】更新

【収集運搬業】【処分業】許可取消
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表Ⅰ-２ 産業廃棄物処理施設に係る概要

（大仲新田地内の管理型最終処分場）

昭和 63年 3月 16 日

昭和 63年 4月 7日

昭和 63年 6月 16 日

平成 2年 7月 6日

届出受理

届出受理

届出受理

届出受理

管理型処分場

設置者 ： 員弁郡東員町大字中上 1000-3

佐藤 敏之

設置場所：桑名市大字大仲新田字宮前 182-10 他

面積：4,237m2 容量：76,278m3

埋立品目：鉱さい、ダスト類、金属くず、汚泥、建設廃材、

燃え殻、木くず、繊維くず、廃プラスチック類

地位承継（佐藤敏之から）

使用開始報告

休止（埋立終了） *当時埋立終了届出制度なし

（西池城地内の管理型最終処分場）

平成元年 7月 6日

平成 2年 7月 27 日

平成 13年 4月13日

届出受理

届出受理

届出受理

管理型処分場

設置者 ： 桑名市外堀 10番地

株式会社 七和工業 代表取締役 高比良 輝雄

設置場所：桑名市大字五反田字西池城 1870 他

面積：9,608m2 容量：96,080m3

埋立品目：鉱さい、ダスト類、金属くず、ガラスくず及び陶

磁器くず、木くず、汚泥、建設廃材、繊維くず、

廃プラスチック類

容量算出の錯誤による修正 当初届出容量：126,280 m3

面積、容量の変更（拡大）

面積：9,148 m2 容量：138,584m3

埋立終了

(5) 不法投棄の内容等

不法投棄地内を 30m メッシュに分割し、それぞれのメッシュを代表するよ

うに中心、若しくは複数箇所においてボーリング等により埋立深度、埋立廃

棄物について調査したところ、不法投棄地は、全体的に鉱さいを主体として、

燃え殻、汚泥、廃油が混合され埋め立てられていることが判明しました。

なお、本実施計画では、生活環境保全上の支障のおそれの原因物質を 1,4-

ジオキサンとしていますが、1,4-ジオキサンは、金属等を含む産業廃棄物に

係る判定基準を定める省令（昭和 48 年総理府令第 5 号）別表第一の第一欄

に掲げられている物質でないことから、1,4-ジオキサンを一定以上含む産業

廃棄物であっても有害産業廃棄物と分類されません。
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(6) 不法投棄発覚から新たな汚染判明までの概要

平成 7年 12 月 14 日、周辺地域住民から県へ山林に廃棄物の埋め立ての疑い

がある旨の通報を受け、現地調査を行いましたが、廃棄物の埋立行為は確認で

きませんでした。

平成 9年 10 月 17 日、桑名市から当該地に近接する建設工事現場において、

切土面から廃油らしき汚水が浸出しているとの通報があり、県、桑名市、桑名

警察署の合同調査の結果、隣接する（株）七和工業の自社安定型最終処分場と

称する場所が汚水の発生源と判明しました。

汚水発生源が特定されたことから、平成9年10月21日に、地下水、廃棄物、汚

染土壌の採取・分析を行ったところ、ジクロロメタン等の揮発性有機化合物

（VOC）が地下水、廃棄物、土壌中から高濃度で検出されました。

調査結果判明後、地元住民、漁業組合、農家組合、桑名市等に速やかに状況

説明を行うとともに、警察当局においては、不法投棄事件として、直ちに廃棄

物処理法違反容疑で捜査に着手しました。

平成10年5月25日に（株）七和工業に対して、廃棄物処理法に基づき、「観測

井戸の設置、地下水等の水質調査の実施」などの措置命令を発出し、翌11年3

月19日には収集運搬、処分業の許可取消しの行政処分を行い、翌12年12月27日

には、「汚染の拡散防止、汚染の浄化措置」などの措置命令を発出しました。

しかしながら、平成12年12月27日の措置命令に対し、（株）七和工業が履行し

なかったため、措置命令違反で告発するとともに、生活環境保全上の支障のお

それを除去するため、平成13年6月に行政代執行による支障除去等事業に着手し

ました。

なお、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」（以下、

「産廃特措法」という。）に基づく実施計画について、平成17年3月31日に大臣

同意が得られたことから、平成17年度から平成19年度の3カ年は、産廃特措法に

基づく特定支障除去等事業として、VOC汚染地下水に係る行政代執行を実施して

きました。

特定支障除去等事業では、VOC汚染地下水に係る①汚染拡散防止、②不法投棄

地内の地下水汚染の浄化、③汚染が拡散している周辺地の地下水汚染の浄化を

目標とし、鉛直遮水壁による地下水汚染の拡散防止措置と汚染地下水の揚水に

よる浄化措置（図Ⅰ－５）を講じ、その結果、計画期間である平成20年3月まで

にVOCに係る地下水汚染の拡散防止と、目標とするレベルまでの地下水浄化を達

成しました。（図Ⅰ－６、図Ⅰ－７、図Ⅰ－８）

しかし、平成21年11月30日付け環境省告示で新たに地下水及び公共用水域の

環境基準に1,4-ジオキサンが追加されたことから、当該地及びその周辺の地下

水、河川水を調査したところ、平成22年3月25日、新たに1,4-ジオキサンによる

汚染が判明したものです。

こうしたことから、地下水汚染の原因となった不法投棄を行った（株）七和

工業及び代表者等に対し、新たに判明した1,4-ジオキサンによる支障のおそれ

の除去を命じる措置命令を平成22年6月15日に発出しましたが、履行する意思の
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２ 事案の経緯

(1) 第一次実施計画まで（発覚～平成 16 年度）

本事案については、上述のとおり特定産業廃棄物から溶出した VOC 等により

汚染された地下水が不法投棄地から周辺に拡散し、近傍の河川に流入するなど、

周辺の生活環境保全上の支障が生じるおそれがあったため、平成 13年度から環

境修復に着手し、このうち平成 17 年度から平成 19 年度までは、産廃特措法に

基づく特定支障除去等事業として実施しました。

この特定支障除去等事業の実施計画（以下、「第一次実施計画」という。）の

大臣同意までのより詳細な経緯は以下のとおりです。

ア 事案の発覚と措置命令

平成 7年 12 月 14 日、住民から当該地で廃棄物の埋め立ての疑いがある旨

の通報を受け、同年 12 月 28 日及び平成 8年 1月 8日に現場調査を行いまし

たが、不法投棄の実態を把握できませんでした。廃棄物の埋め立ての疑いが

あることから、その後も現地調査、事情聴取を行い、平成 8年 4月 1日には

任意で報告聴取を行いましたが、不法投棄の事実確認はできませんでした。

平成 9年 10 月 17 日、桑名市からの通報により事案が発覚し、その後の調

査で発生源が判明したことから、平成 10 年 5 月 25 日に原因者である（株）

七和工業に対して、廃棄物処理法に基づき、「観測井戸の設置、地下水等の

水質調査の実施」などの措置命令を発出しました。

この措置命令については一部履行されたものの、資金不足のため不十分な

ものでした。

一方、県独自の調査のほか、財団法人廃棄物研究財団による「廃棄物によ

る環境汚染のオンサイト修復技術に関する研究」の一環として調査が実施さ

れ、汚染の実態が明らかになり、近接の河川等が汚染され、水道水源、農業

用水、内水面漁業などに支障を生じるおそれがあることが判明したことから、

平成 12 年 12 月 27 日に（株）七和工業に対して、また、平成 13 年 11 月 9

日に佐藤敏之（代表取締役）及び伊藤誓（元従業員、土地提供者）に対して、

「汚染の拡散防止、汚染の浄化措置」などの措置命令を発出しました。

イ 汚染の概況

ａ 不法投棄地内の特定産業廃棄物の汚染状況

不法投棄地内を 30m メッシュに分割し、それぞれの地点においてボーリ

ングにより調査した結果の概要は、表Ⅰ－３のとおりであり、1,2-ジクロ

ロエタンが判定基準の 113 倍検出されたほか、ジクロロメタン、トリクロ

ロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン及びベンゼン

が判定基準を超えて検出されました。

また、メッシュの面積から特定産業廃棄物のうち有害産業廃棄物は、全

体の 95.44％と推定されました。
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表Ⅰ－３ 特定産業廃棄物溶出試験結果 （単位：mg/l）

物 質 名
調査結果
（最高値）

判定基準1 備 考

ジクロロメタン 8.2 0.2 以下 41 倍

1,2-ジクロロエタン 4.5 0.04 以下 113 倍

ベンゼン 1.0 0.1 以下 10 倍

トリクロロエチレン 2.5 0.3 以下 8.3 倍

テトラクロロエチレン 2.2 0.1 以下 22 倍

1,3-ジクロロプロペン 0.31 0.02 以下 16 倍

ｂ 不法投棄地内の地下水汚染の状況

不法投棄地内（法面の汚染土壌部分を含む）24 地点の地下水調査結果の

概要は、表Ⅰ－４のとおりであり、ジクロロメタンが排水基準の 270 倍検

出されたほか、1,2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン、1,3-ジクロロプロペン及びベンゼンが排水基準を超えて検出さ

れました。

表Ⅰ－４ 不法投棄地内地下水の汚染状況 （単位：mg/l）

物 質 名
調査結果
（最高値）

排水基準2 備 考

ジクロロメタン 54 0.2 以下 270 倍

1,2-ジクロロエタン 6.7 0.04 以下 168 倍

ベンゼン 1.2 0.1 以下 12 倍

トリクロロエチレン 1.3 0.3 以下 4.3 倍

テトラクロロエチレン 1.7 0.1 以下 17 倍

1,3-ジクロロプロペン 0.34 0.02 以下 17 倍

ｃ 不法投棄地周辺の地下水汚染の状況

不法投棄地周辺 53地点の地下水調査結果の概要は、表Ⅰ－５のとおりで

あり、ジクロロメタンが環境基準の 100 倍検出されたほか、1,2-ジクロロ

エタン及びベンゼンが環境基準を超えて検出されました。

表Ⅰ－５ 不法投棄地周辺地下水の汚染状況 （単位：mg/l）

物 質 名
調査結果
（最高値）

環境基準 備 考

ジクロロメタン 2.0 0.02 以下 100 倍

1,2-ジクロロエタン 0.009 0.004 以下 2.3 倍

ベンゼン 0.25 0.01 以下 25 倍

1 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和 48 年総理府令第 5 号)
2 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和 52 年総理府厚生

省令第 1 号）で定める放流水の放流基準
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ウ 行政代執行の開始

平成 12 年 12 月 27 日の措置命令が履行されず、生活環境保全上の支障の

おそれを放置できないことから、平成 13 年 6 月、県は行政代執行による支

障除去等事業に着手しました。

なお、この事業の実施にあたっては、国の産業廃棄物適正処理推進特別対

策事業により支援を受けました。

ａ 工法の決定

修復工法の決定にあたっては、（財）廃棄物研究財団の「廃棄物による環

境汚染のオンサイト修復技術に関する研究」の対象として調査を実施し、

技術検討を頂くとともに、県で組織した「不法投棄の原状回復工法等研究

会」及び「不法投棄事案に係る汚染修復工法等検討委員会」により学識経

験者による専門的な立場からの検討を踏まえ、決定しました。その結果、

①特定産業廃棄物に含有される有害物質が複合的であり、受入施設が三重

県内も含め近県にはないことから、処理に長期間を要し、また、膨大な

費用を要する。

②撤去及び現場からの搬出に伴い、有害物質のガス化、汚染地下水の拡散

などによる二次汚染の発生等が懸念される。

③原位置封じ込めは、無機質の汚染に有効であり、高濃度の有機質を含む

当現場には適さない。

との結論に至りました。

こうしたことから、全量撤去及び原位置封じ込めは現実的には困難であ

り、原位置（オンサイト）での環境修復の手法を採用することとし、まず、

汚染拡散の防止対策として鉛直遮水壁を設置し、次に鉛直遮水壁内外の汚

染浄化対策として地下水揚水循環法により汚染地下水を浄化する措置を講

じることとしました。
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ｂ 汚染拡散防止対策工事

概要：ソイルセメント地中連続壁（幅広薄鋼板併用）により、廃棄物

投棄地を囲い込むとともに、投棄地上部に雨水浸透防止用アス

ファルトキャッピングを施工。

規模：総延長 316m、深度 17～25.5m、囲い込み面積 3,813ｍ２

期間：平成 13 年 12 月 11 日～平成 14 年 9 月 17 日

図Ⅰ―９ 地中連続壁設置工事の様子

ｃ 遮水壁内汚染浄化対策工事

概要：遮水壁内に揚水井、注水枡、揚水ポンプ、流入・送水管等を設

置し、遮水壁外に揚水した地下水を浄化するための水処理施設

を設置。

能力：60m3／日

期間：平成 14 年 4 月 19 日～平成 15年 5月 30 日

エ 第一次実施計画への大臣同意

平成 15 年度からは、地下水の揚水循環処理を開始するとともに、地下水

のモニタリングを実施してきました。

また、平成 15 年 6 月 18 日に施行された産廃特措法を踏まえ、同法に基づ

く支援を得るため、同法に定める実施計画を作成し、平成 17 年 3 月 31 日、

環境大臣の同意を得て、平成 17 年度から平成 19年度の期間で特定支障除去

等事業として実施することとなりました。
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表Ⅰ－６ 遮水壁内の有害物質濃度 （単位：mg/l）

項目 目標値
浄化開始当初

H15.3

実施計画開始

H17.2

1 次実施計画

完了時 H20.3

ジクロロメタン 0.2 10.5 2.69 0.13

１,2-ジクロロエタン 0.04 1.30 0.41 0.012

ベンゼン 0.1 0.39 0.20 0.062

トリクロロエチレン 0.3 0.25 0.055 0.001

テトラクロロエチレン 0.1 0.30 0.063 0.002

1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.002 <0.001

表Ⅰ－７ 遮水壁外の環境基準超過井戸数の推移

H14 H15 H16 H17 H18 H19

ジクロロメタン ２ ３ ０ ０ ０ ０

１,2-ジクロロエタン ３ ２ ０ ０ ０ ０

ベンゼン １０ １３ ８ ７ １ ０

(3) 第一次実施計画終了後（平成 20 年度～）

ア モニタリングの継続と検証（平成 20 年度）

平成 13年度から実施してきた支障等の除去措置により、平成 19 年度末に

おいて、第一次実施計画に掲げた目標（汚染の拡散防止、遮水壁内外の地下

水の目標レベルまでの浄化）を達成しましたが、平成 19 年度に実施した大

口径揚水井戸設置工事時の廃棄物溶出試験において、残置した特定産業廃棄

物には揚水循環処理では浄化できなかった VOC が残留していることが判明し

ました。

揚水循環浄化は、揚水した汚染地下水を浄化しその処理水を特定産業廃棄

物に浸透させ、特定産業廃棄物に含まれる VOC を洗い流す工法ですが、VOC

が廃棄物中に残留しているのは、不法投棄された特定産業廃棄物は均等に埋

め立てられておらず、注入水が一様に浸透しなかったことが原因と考えられ

ました。

こうした箇所は、廃棄物中に地下水が浸透しにくいことから、新たに地下

水を汚染する可能性は低いと考えられますが、地域住民のさらなる安全と安

心を確保するため、遮水壁内外の地下水のモニタリングを継続するとともに、

平成 20 年度において地下水の揚水を停止し、特定産業廃棄物からの有害物

質の溶出による地下水の再汚染の状況について検証を行いました。

その結果、ジクロロメタン等の有機塩素化合物については、濃度の上昇は

認められず、支障除去等事業の目標を達成した状態を維持していましたが、

ベンゼンについては、特定産業廃棄物からの再溶出が原因と考えられる濃度

の上昇が認められました。（図Ⅰ－１３）

なお、濃度の上昇は、ベンゼンのほか、トルエン、キシレンでも認められ

ました。
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表Ⅰ－１１ これまでの主な経緯

平成 7 年 12 月 14 日：地域住民から山林に廃棄物の埋め立ての疑いがある旨の通報

平成 9 年 10 月 17 日：桑名市から農業集落排水処理施設の建設工事現場において、

汚水浸出の通報。県、桑名市、桑名警察署の調査により、（株）

七和工業の自社処分場と称する場所が発生源と判明。

平成 10 年 5 月 25 日：（株）七和工業に対し、「観測井戸の設置、地下水等の水質調

査の実施」などの措置命令を発出。

平成 10 年 12 月 4 日：廃棄物処理法第 16 条違反で法人に罰金 50 万円、代表取締役

に罰金 50 万円の略式命令。

平成 11 年 3 月 19 日：収集運搬業及び処分業の許可取り消し

平成 12 年 12 月 27 日：（株）七和工業に対し、「汚染の拡散防止、汚染の浄化措置」

などの措置命令を発出。

平成 13 年 6 月 1 日：措置命令違反で桑名警察署に告発

平成 13 年 6 月 8 日：行政代執行に着手

平成 13 年 11 月 9 日：佐藤敏之（代表取締役）、伊藤誓（元従業員、土地提供者）に

対し措置命令を発出。

平成 14 年 9 月 17 日：汚染拡散防止対策工事（鉛直遮水壁等）完成

平成 15 年 4 月 2 日：措置命令違反で代表取締役に懲役 1年、執行猶予 3年

平成 15 年 5 月 30 日：汚染浄化対策工事（汚染地下水揚水浄化施設等）完成

平成 15 年 6 月 1 日：汚染地下水揚水浄化施設本格稼働

平成 17 年 3 月 31 日：産廃特措法に基づく実施計画への大臣同意

平成 18 年 2 月 9 日：遮水壁内の汚染残留箇所に 4 本の井戸追加

平成 18 年 2 月 9 日：遮水壁外地下水の揚水浄化開始

平成 20 年 3 月 13 日：遮水壁内の汚染残留箇所に 3 本の大口径揚水井戸設置

平成 20 年 3 月 31 日：産廃特措法に基づく実施計画の目標を達成し、支障除去等事

業を終了。

平成 20 年 4 月 1 日：モニタリング、水処理施設の維持管理を継続

平成 20 年 4 月 7 日：遮水壁内の揚水を停止

平成 21 年 10 月 27 日：大口径井戸設置工事準備のため遮水壁内の揚水を再開

平成 21 年 11 月 30 日：1,4-ジオキサンが地下水・公共用水域の環境基準に設定

平成 22 年 3 月 17 日：大口径井戸設置

平成 22 年 3 月 25 日：1,4-ジオキサンによる汚染の判明

平成 22 年 3 月 30 日：遮水壁内外の揚水停止

平成 22 年 6 月 15 日：（株）七和工業、佐藤敏之、伊藤誓に対し 1,4-ジオキサンに係

る支障除去として「地下水汚染源となる廃棄物の撤去、汚染地

下水の浄化」の措置命令を発出。

平成 23 年 3 月 18 日：産廃特措法に基づく実施計画（緊急対策）への大臣同意

平成 24 年 3 月 23 日：促進酸化設備完成に伴い遮水壁内の揚水を再開












